
 

最高裁判所 御中 

 

市民の司法アクセス向上を目指し 
藤沢簡易裁判所に家庭裁判所出張所の併設を求めます！ 

 

 現在、藤沢市には約４４万人、藤沢簡易裁判所管内の５市１町（綾瀬市、海老名

市、寒川町、茅ヶ崎市、藤沢市、大和市）には約１２０万人が暮らしています。 

 家庭裁判所の支部や出張所があって然るべき人口規模ですが、この５市１町には

そのどちらもありません。 

 そのため、住民の皆さんが、離婚や相続、成年後見など家庭をめぐる問題に直面

した場合には、約 1時間かけて、横浜市にある横浜家庭裁判所本庁まで出向かざる

を得ません。 

 また、横浜家庭裁判所本庁が新規に受け付ける年間の事件数は、過去３０年で約

４倍に増加し、すでに期日が入りにくく、審理の長期化の弊害が生じています。藤

沢簡易裁判所管内の５市１町の、家庭をめぐる事件を、横浜家庭裁判所本庁のみに

担わせるには限界がきているといわざるを得ません。 

 この現状に対処し、市民の司法アクセスが向上することを目指して、我々は、充

実した設備を有し、裁判官・調査官が常駐する家庭裁判所出張所を藤沢簡易裁判所

に併設することを求めます。 
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【署名取り扱い団体】  
藤沢簡易裁判所に横浜家庭裁判所出張所の併設を求める協議会事務局 
〒231-0021 横浜市中区日本大通９番地  神奈川県弁護士会  内  

TEL：045-211-7711 FAX:045-211-7718 


